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(57)【要約】
【課題】より通信品質が良好となる場所への移動を指示
することができるようにする。
【解決手段】無線通信端末である携帯型オーディオプレ
ーヤ２２は、他の電子機器と近接無線通信を行う無線通
信部３５と、無線通信部３５における通信品質を検出す
る通信品質検出部３６と、自端末の動きを検出する移動
センサ部３７が設けられている。制御部３０は、移動セ
ンサ部３７により検出された動きの変化をもとに自端末
の位置、変化量、移動方向を算出し、また算出された位
置、変化量、及び移動方向と通信品質をもとに、通信品
質が現在の位置よりも優れる位置を算出し、この位置と
現在の位置との相対関係をユーザに提示する表示を表示
部３１において行う。
【選択図】　　　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　他の電子機器と近接無線通信を行う無線通信手段と、
　前記近接無線通信における通信品質を検出する通信品質検出手段と、
　自端末の動きを検出する移動検出手段と、
　前記移動検出手段により検出された動きの変化をもとに自端末の位置を算出する算出手
段と、
　前記算出手段により算出された位置と前記通信品質検出手段により前記位置において検
出された通信品質をもとに、通信品質が現在の位置よりも優れる位置を算出する第１の位
置算出手段と、
　前記第１の位置算出手段により算出された位置と前記算出手段により算出された現在の
位置との相対関係をユーザに提示する提示手段と
を具備したことを特徴とする無線通信端末。
【請求項２】
　前記算出手段は、前記通信品質検出手段により検出された複数の通信品質の変化点にお
ける前記位置、変化量、移動方向をもとに前記現在位置よりも通信品質の優れる位置を算
出することを特徴とする請求項１記載の無線通信端末。
【請求項３】
　前記提示手段は、前記第１の位置算出手段により算出された、前記現在位置よりも通信
品質の優れる位置と自端末の位置との位置関係を提示することを特徴とする請求項１記載
の無線通信端末。
【請求項４】
　前記無線通信手段による近接無線通信が切断された時の位置を基準として、前記算出手
段により算出された位置、変化量、移動方向をもとに、前記現在位置よりも通信品質の優
れる位置を算出する第２の位置算出手段をさらに具備し、
　前記提示手段は、前記第２の位置算出手段により算出された位置と前記算出手段により
算出された現在の位置との相対関係をユーザに提示することを特徴とする請求項１記載の
無線通信端末。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、近接無線通信により高速データ通信を行う無線通信端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、利用者に対して、目標物の方向を提示する携帯端末が考えられている（例えば特
許文献１）。特許文献１に記載された携帯端末では、携帯端末に予め定められている基準
の方向が目標物の方向を向いているか否かを判定し、基準の方向が目標物の方向を向いて
いると判定した場合に、その旨を通知し、基準の方向が目標物の方向を向いていないと判
定した場合に、基準の方向を目標物に向かせるための携帯端末の移動方向に応じた通知を
行うようにしている。
【０００３】
　ところで近年では、機器間を近接させた状態で高速データ通信を行う近接無線通信が検
討されている。近接無線通信では、例えば通信可能距離が数ｃｍであるため、安定したデ
ータ通信をするためには機器間で通信品質が良好となる位置を合わせる必要があり、また
大量のデータを通信する場合には、その適切な位置を維持し続ける必要がある。
【特許文献１】特開２００２－１６８６４７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このように従来では、携帯端末に予め定められている基準の方向が目標物の方向を向い
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ているか否かを判定し、その判定結果に応じて目標物に向かせるための携帯端末の移動方
向に応じた通知を行うことができる。しかしながら、近接無線通信を行う通信端末におい
ては通信対象とする目標物の位置を予め定めることはできず、また近接させた状態にしな
ければ通信ができないため、目標物（通信対象とする機器）に向かせるための通知をする
ことができなかった。
【０００５】
　本発明は上述の事情を考慮してなされたものであり、より通信品質が良好となる場所へ
の移動を指示することが可能な無線通信端末を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述の課題を解決するため、本発明は、他の電子機器と近接無線通信を行う無線通信手
段と、前記近接無線通信における通信品質を検出する通信品質検出手段と、自端末の動き
を検出する移動検出手段と、前記移動検出手段により検出された動きの変化をもとに自端
末の位置を算出する算出手段と、前記算出手段により算出された位置と前記通信品質検出
手段により前記位置において検出された通信品質をもとに、通信品質が現在の位置よりも
優れる位置を算出する第１の位置算出手段と、前記第１の位置算出手段により算出された
位置と前記算出手段により算出された現在の位置との相対関係をユーザに提示する提示手
段とを具備したことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、より通信品質が良好となる場所への移動を指示することが可能となる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、図面を参照して、本発明の実施形態における無線通信端末について説明する。　
　本実施形態では、高速通信が可能なＮＦＣ（Near Field Communication)を利用する無
線通信方式を例にして説明する。ＮＦＣは通信可能距離が数ｃｍでありピア・ツー・ピア
の近接無線として知られている。微弱電波を利用し無線機能を小型化することにより、極
めて低い消費電力で無線通信することが可能であり、現在では電子マネーや駅の改札等に
おける非接触ＩＣカードの通信に数多く使用されている。
【０００９】
　一方、これらの通信をより高速にするＴｒａｎｓｆｅｒＪＥＴと称される規格も検討さ
れており、物理層で最大５６０Ｍｂｐｓに達する高速通信を実現することが可能である。
また同様なアプリケーションは６０ＧＨｚ帯域のミリ波を利用する無線通信方式の標準化
作業を行っているＩＥＥＥ８０２．１５．３ｃにおいても議論されている。
【００１０】
　従来のＮＦＣを利用するアプリケーションにおいては、タッチする感覚で少量のデータ
通信を短時間に行っているが、高速データ通信が可能となることで、携帯型オーディオプ
レーヤや動画像再生端末のように、より大容量のデータの交換が行われる際には、ユーザ
は従来よりも長い時間、送信側の近接に無線通信端末を適切な位置を維持し続ける必要が
ある。
【００１１】
　少量のデータを短時間で交換する際は、ユーザの観点からすればごく短時間であるため
、設置位置に関してはそれほど重要視されておらず、しかるべき場所にタッチする感覚で
使用することが可能であったが、音楽や動画像といった大容量のデータを効率よく、かつ
、高速に交換するためには、適切な位置に適切な時間、無線通信端末を維持し続けること
が重要になってくる。
【００１２】
　本実施形態においては、図１に示すように、パーソナルコンピュータ１０から携帯型オ
ーディオプレーヤ２２に対して、近接無線通信によって音楽データを転送するシステム例
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にして説明する。なお、本発明の無線通信端末は、パーソナルコンピュータ１０や携帯型
オーディオプレーヤ２２に限るものではなく、例えば携帯電話機、ＰＤＡ（personal dig
ital assistant）、携帯型オーディオ／ビデオプレイヤ、デジタルビデオカメラ、携帯型
カーナビゲーション装置など、プログラムを実行するプロセッサが搭載された機器であれ
ば良い。
【００１３】
　図１に示すパーソナルコンピュータ１０は、ディスプレイユニットを開いた状態を示し
ている。パーソナルコンピュータ１０は、コンピュータ本体１１と、ディスプレイユニッ
ト１４とから構成されている。ディスプレイユニット１４には、ＬＣＤ（Liquid Crystal
 Display）１４から構成される表示装置が組み込まれている。
【００１４】
　ディスプレイユニット１４は、コンピュータ本体１１に対し、コンピュータ本体１１の
上面が露出される開放位置とコンピュータ本体１１の上面を覆う閉塞位置との間を回動自
在に取り付けられている。コンピュータ本体１１は薄い箱形の筐体を有しており、その上
面にはキーボード１３、パワーオン／パワーオフするためのパワーボタン、入力操作パネ
ル、タッチパッド１６、及びスピーカなどが配置されている。
【００１５】
　また、パーソナルコンピュータ１０には、近接無線通信を行うことが可能なパッド形式
の無線通信装置２０が、例えばＵＳＢ（Universal Serial Bus）を介して接続されている
。パーソナルコンピュータ１０は、無線通信装置２０に近接無線通信端末である携帯型オ
ーディオプレーヤ２２が載置（近接）されることにより、無線通信装置２０を通じて携帯
型オーディオプレーヤ２２との間でデータ送信を実行する。
【００１６】
　無線通信装置２０には、上面部にアンテナ（図示せず）が配置されている。従って、携
帯型オーディオプレーヤ２２は、自機器に設けられた近接無線通信用アンテナ３４が、無
線通信装置２０のアンテナ位置に近接されることによって安定したデータ通信が可能とな
る。本実施形態の携帯型オーディオプレーヤ２２は、無線通信装置２０に一度近接させる
ことにより、安定した通信が可能となる位置の方向をユーザに提示することができる。ユ
ーザは、携帯型オーディオプレーヤ２２により提示される方向に移動させて、最良の位置
で携帯型オーディオプレーヤ２２を図１に示すようにして載置することで、大量のデータ
を効率よく転送可能な状態を維持させることができる。
【００１７】
　図２は、携帯型オーディオプレーヤ２２の機能構成を示すブロック図である。　
　図２に示すように、携帯型オーディオプレーヤ２２には、制御部３０、表示部３１、入
力部３２、データ格納部３３、近接無線通信用アンテナ３４、無線通信部３５、通信品質
検出部３６、及び移動センサ部３７が設けられている。
【００１８】
　制御部３０は、プロセッサ（ＣＰＵ）やメモリ等から構成されるもので、携帯型オーデ
ィオプレーヤ２２の全体の制御を司る。制御部３０は、各種プログラムをプロセッサによ
り実行することにより各種処理機能を実現する。本実施形態では、オーディオプレーヤと
しての処理機能の他に、近接無線通信制御、近接無線通信の通信品質がより良好となる場
所への移動を指示するための移動方向表示処理機能を実現する。移動方向表示処理では、
移動センサ部３７及び通信品質検出部３６により検出されたデータをもとにして、より通
信品質が良好となる位置の方向を示す表示を行う。
【００１９】
　表示部３１は、制御部３０の制御のもとで、ディスプレイにおいて各種の情報を表示す
る。表示部３１は、近接無線通信によってデータ転送を実行する場合には、制御部３０に
より実行される移動方向表示処理により、何れの方向に携帯型オーディオプレーヤ２２を
移動させると、通信品質が良好（高速通信ができるか）に関する情報が表示される。
【００２０】
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　入力部３２は、携帯型オーディオプレーヤ２２に対して、ユーザがデータの入力や各種
処理の実行を指示したりするために使用される。具体的にはボタンやキーボード等である
。
【００２１】
　データ格納部３３は、携帯型オーディオプレーヤ２２により扱われる各種のデータを格
納するために使用される。具体的にはＲＯＭ，ＲＡＭ，ＨＤＤ等により構成されている。
データ格納部３３には、例えばパーソナルコンピュータ１０から受信された音楽データな
どの再生コンテンツデータ等も含まれている。また、移動方向表示処理では、携帯型オー
ディオプレーヤ２２を無線通信装置２０に近接することにより通信品質検出部３６によっ
て検出される通信品質データや、移動センサ部３７により検出される携帯型オーディオプ
レーヤ２２の動きを示すデータ、また通信品質検出部３６や移動センサ部３７により検出
されるデータをもとに算出された、例えば携帯型オーディオプレーヤ２２の現在の位置と
無線通信装置２０との通信品質が良好となる位置（後述する仮想コア）との相対関係を示
すデータなどが一時的に格納される。
【００２２】
　通信品質検出部３６は、無線通信部３５が無線通信装置２０との通信が可能となった場
合に、近接無線通信用アンテナ３４により受信された電波強度（受信強度）や通信中の無
線の品質（通信レート）などの通信品質を表すデータを検知する。
【００２３】
　移動センサ部３７は、携帯型オーディオプレーヤ２２の動きを検出するためのセンサで
ある。移動センサ部３７は、例えば携帯型オーディオプレーヤ２２の位置が変化すること
により変化する加速度を検出する加速度センサ３７ａや、各軸（例えばｘ，ｙ，ｚ）の角
度変位を検出するジャイロセンサ３７ｂなどを含む。移動センサ部３７は、加速度センサ
３７ａ及びジャイロセンサ３７ｂにより時系列的に検出された動きの変化を示すデータを
もとに、自端末の位置、変化量、移動方向を算出する。
【００２４】
　無線通信部３５は、無線通信装置２０との間で近接無線通信を行う。具体的にはＮＦＣ
や３．１ＧＨｚ～１０．６ＧＨｚの周波数帯を使用するＵＷＢ、６０ＧＨｚ帯を使用する
ミリ波等による無線通信を実行する。
【００２５】
　次に、本実施形態における携帯型オーディオプレーヤ２２（近接無線通信端末）の移動
方向表示処理について、図３に示すフローチャートを参照しながら説明する。図４及び図
５は、携帯型オーディオプレーヤ２２を無線通信装置２０の通信品質が良好となる位置に
載置するための操作例を示す図である。ここでは、例えば携帯型オーディオプレーヤ２２
において、データ転送の設定が行われている場合に、移動方向表示処理が実行される。
【００２６】
　図４及び図５において、円で示す範囲は、近接無線通信可能な範囲１０１を表している
。中心１０６に近いほど電波強度が強く、かつ、物理層における通信可能な通信レートが
高い状況を表している。
【００２７】
　携帯型オーディオプレーヤ２２において通信品質が良好となる方向を表示させるために
は、ユーザは、例えば図４に示す軌跡１０２のようにして携帯型オーディオプレーヤ２２
を移動させて、一度、無線通信装置２０との近接無線通信可能な範囲１０１を通過させる
。
【００２８】
　近接無線通信可能な場所で軌跡１０２のように移動されることにより、携帯型オーディ
オプレーヤ２２の制御部３０は、近接無線通信可能な範囲１０１に到達した時点で、無線
通信部３５あるいは通信品質検出部３６によって近接無線通信が可能な状態となったこと
を判別する（ステップＡ１）。例えば、図３における近接無線通信可能な範囲１０１との
境界ポイント１０３ａにおいて、無線通信部３５により電波強度が変化した、もしくは無



(6) JP 2010-118773 A 2010.5.27

10

20

30

40

50

線通信部３５により通信レートが変化したことが検出される。
【００２９】
　制御部３０は、境界ポイント１０３ａにおける移動センサ部３７により検出される位置
と移動方向を検出する（ステップＡ２）。それ以降、制御部３０は、境界ポイント１０３
ａを基準位置とした現在位置と各位置における移動方向を検出すると共に、電波強度（あ
るいは通信レート）の向上あるいは減少の変化量を検出する（ステップＡ３）。
【００３０】
　そして、電波強度（あるいは通信レート）の向上／減少の変化量、携帯型オーディオプ
レーヤ２２の現在の位置と移動方向をデータ格納部３３に記録する（ステップＡ４）。
【００３１】
　そして、各位置における移動方向と変化量をもとにしたベクトル和により、通信品質が
良好となり通信が安定することが想定される位置である仮想コア１０４の位置を算出する
（ステップＡ５）。
【００３２】
　例えば、位置の変化に伴って電波強度（あるいは通信レート）が向上している場合には
、その時の移動方向に中心１０６があるものと仮定することができ、複数の異なる位置の
それぞれにおいて検出される、電波強度（あるいは通信レート）の向上／減少の変化量と
移動方向をもとにしたベクトル和により、仮想コア１０４の位置を算出することができる
。
【００３３】
　制御部３０は、境界ポイント１０３ａを基準とした現在位置からの、前述のようにして
算出された仮想コア１０４の位置への方向を示す表示を行う。例えば、表示部３１によっ
てディスプレイに方向を示す矢印を表示する。なお、表示形態は矢印に限定されるもので
はなく、方向がユーザに認識できれば任意の表示形態を用いることができる。
【００３４】
　携帯型オーディオプレーヤ２２が近接無線通信可能な範囲１０１にある場合には（ステ
ップＡ８、Ｙｅｓ）、制御部３０は、各位置において検出される電波強度（あるいは通信
レート）の向上／減少の変化量、携帯型オーディオプレーヤ２２の移動方向をもとに求め
られるベクトル和により、仮想コア１０４の位置を算出し、現在位置から仮想コア１０４
の方向を基づいて表示部３１によって表示させる（ステップＡ２～Ａ８）。
【００３５】
　なお、制御部３０は、軌跡１０２に沿って移動するのに伴って、電波強度もしくは通信
レートが、予め設定された基準値に変化した境界ポイント１０３ｂ，１０３ｃ，１０３ｄ
で検出された、電波強度（あるいは通信レート）の向上／減少の変化量と移動方向をもと
に仮想コア１０４の位置を算出し、現在位置から仮想コア１０４への方向を示す表示をす
ることができる。
【００３６】
　また、仮想コア１０４の位置については、変化ポイント１０３ａ～１０３ｄを検出する
度に算出するようにしてもよい。ユーザが、仮想コア１０４を目指して携帯型オーディオ
プレーヤ２２を移動させて行くにつれて変化ポイントを複数検出し、各変化ポイントにお
けるベクトルを含むベクトル和を算出することで、仮想コア１０４の位置精度を向上させ
て行くことができる。
【００３７】
　また、制御部３０は、近接無線通信が不可能な状態となったことが、無線通信部３５に
より検出される電波強度、あるいは通信品質検出部３６により検出される通信レートをも
とに判別されると（ステップＡ８、Ｎｏ）、近接無線通信が不可能となった境界ポイント
１０３ｄ（あるいはその直前）に検出された現在位置を基準として、移動センサ部３７に
より検出されるデータをもとにして現在位置を算出すると共に、移動方向を検出する（ス
テップＡ９）。
【００３８】
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　制御部３０は、境界ポイント１０３ｄにおいて算出された仮想コア１０４に対する現在
位置からの方向を、図３に示すようにして、表示部３１において表示させる（ステップＡ
１０）。
【００３９】
　制御部３０は、近接無線通信可能な範囲１０１の外においても、携帯型オーディオプレ
ーヤ２２が移動されることに変化する現在位置と仮想コア１０４との相対関係をユーザに
提示する（ステップＡ８～Ａ１０）。
【００４０】
　なお、図５に示すように、携帯型オーディオプレーヤ２２を仮想コア１０４の方向へ移
動させることにより、携帯型オーディオプレーヤ２２の現在位置と仮想コア１０４との相
対的な関係、すなわち両者の距離が変化していくことを算出できる。制御部３０は、この
相対的な関係（距離）に応じて、図５に示す携帯型オーディオプレーヤ２２ａ，２２ｂ，
２２ｃのように、矢印の長さを両者の距離が短くなるに従って短くなるように表示する（
ステップＡ１０）。これにより、ユーザは、仮想コア１０４への方向を示す表示から仮想
コア１０４との位置関係（近い／遠い）についても認識することが可能となる。
【００４１】
　なお、ステップＡ１０においては、前述のようにして、仮想コア１０４と携帯型オーデ
ィオプレーヤ２２の現在位置との距離に応じて表示形態（矢印の長さ）を変化させても良
いし、電波強度あるいは通信レートに応じて表示形態を変更するようにしても良い。
【００４２】
　特に、最良の通信品質が得られている位置にある場合（仮想コア１０４と現在位置とが
一致する場合）には、図５の携帯型オーディオプレーヤ２２ｃに示すような特別な表示形
態とすることで、ユーザに対して、携帯型オーディオプレーヤ２２を載置すべき位置を明
示することも可能である。
【００４３】
　なお、制御部３０は、データ転送が終了したことが判別されると、移動方向表示処理を
終了する（ステップＡ７，Ａ１１、Ｙｅｓ）。
【００４４】
　このようにして、本実施形態では、携帯型オーディオプレーヤ２２を無線通信装置２０
の近接無線通信可能な範囲１０１に一度通過させることで、通信品質が現在の位置よりも
優れる（好ましくは通信品質が最良となることが想定される）位置仮想コア１０４の位置
を算出すると共に、移動に伴って移動センサ部３７により検出されるデータをもとに現在
位置を算出して、現在位置から仮想コア１０４への方向を示す表示をすることができる。
ユーザは、この表示を参照して携帯型オーディオプレーヤ２２を移動させて、通信品質が
現在の位置よりも優れる位置に載置することができる。
【００４５】
　なお、前述した説明では、パーソナルコンピュータ１０に接続された無線通信装置２０
と携帯型オーディオプレーヤ２２との間で近接無線通信を行う場合を例にしているが、パ
ーソナルコンピュータ１０に近接無線通信機能を搭載することで、パーソナルコンピュー
タ１０と携帯型オーディオプレーヤ２２との間で、直接、近接無線通信を行うことができ
る。この場合、パーソナルコンピュータ１０には、例えば図１に示すように、コンピュー
タ本体１１の上面に設けられたパームレストにおいて、近接無線通信用のアンテナ２４が
実装されるものとする。携帯型オーディオプレーヤ２２は、アンテナ２４に近接させるこ
とで、通信品質が現在の位置よりも優れる（通信品質が最良となる）アンテナ２４の位置
を示す方向を表示部３１において表示する。
【００４６】
　また、前述した説明では、図４及び図５に示すように、携帯型オーディオプレーヤ２２
に設けられた表示部３１（ディスプレイ）に仮想コア１０４との相対関係を表す矢印等を
提示するものとしているが他の提示形態、例えばＬＥＤ（Light Emitting Diode）などの
ランプを用いたりしても良い。
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　また、本発明は、上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその
要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示さ
れている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより種々の発明を形成できる。例えば、実
施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。更に、異なる実施
形態に構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【００４８】
　また、前述した実施の形態において記載した処理は、コンピュータに実行させることの
できるプログラムとして、例えば磁気ディスク（フレキシブルディスク、ハードディスク
等）、光ディスク（ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ等）、半導体メモリなどの記録媒体に書き込ん
で各種装置に提供することができる。また、通信媒体により伝送して各種装置に提供する
ことも可能である。コンピュータは、記録媒体に記録されたプログラムを読み込み、また
は通信媒体を介してプログラムを受信し、このプログラムによって動作が制御されること
により、上述した処理を実行する。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本実施形態におけるパーソナルコンピュータ１０と携帯型オーディオプレーヤ２
２を示す図。
【図２】携帯型オーディオプレーヤ２２の機能構成を示すブロック図。
【図３】本実施形態における携帯型オーディオプレーヤ２２（近接無線通信端末）の移動
方向表示処理について示すフローチャート。
【図４】本実施形態における携帯型オーディオプレーヤ２２を無線通信装置２０の通信品
質が良好となる位置に載置するための操作例を示す図。
【図５】本実施形態における携帯型オーディオプレーヤ２２を無線通信装置２０の通信品
質が良好となる位置に載置するための操作例を示す図。
【符号の説明】
【００５０】
　１０…パーソナルコンピュータ、２０…無線通信装置、２２…携帯型オーディオプレー
ヤ、３０…制御部、３１…表示部、３２…入力部、３３…データ格納部、３４…近接無線
通信用アンテナ、３５…無線通信部、３６…通信品質検出部、３７…移動センサ部、３７
ａ…加速度センサ、３７ｂ…ジャイロセンサ。
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